
�愛媛県告示第４６２号
旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号）第２条第１項第

３号の規定により、平成２４年４月１日次のとおり知事が定める施設

を定めた。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

施設 名 称 所 在 地

青少年
教育施
設

今治市大三島少年自然の家 今治市大三島町肥海

愛媛県立今治高等技術専門校 今治市桜井団地

今治看護専門学校 今治市別宮町七丁目

愛媛県立宇和島高等技術専門校 宇和島市柿原

宇和島美容学校 宇和島市妙典寺前

愛媛県立新居浜高等技術専門校 新居浜市大生院

新居浜市青少年センター 新居浜市繁本町

東予理容美容専門学校 新居浜市若水町二丁目

西条市青少年育成センター 西条市楢木

四国中央市少年自然の家寺内分館 四国中央市新宮町上山

四国中央市少年自然の家 四国中央市新宮町新瀬川

久万高原町面河少年自然の家 上浮穴郡久万高原町若山

愛媛情報専門学校 伊予郡松前町大字徳丸

スポー
ツ施設

今治市朝倉Ｂ＆Ｇ海洋センター 今治市朝倉下

今治市営朝倉緑のふるさと公園運
動場 今治市朝倉下

延喜公園自由広場 今治市延喜

今治市営大新田公園レクリエーショ
ン広場 今治市大新田町五丁目

今治市営球場 今治市大新田町五丁目

今治市営庭球場 今治市大新田町五丁目

今治市営プール 今治市大新田町五丁目

今治市営補助球場 今治市大新田町五丁目

今治市営大西衣黒運動場 今治市大西町大井浜

今治市営大西別府運動場 今治市大西町別府

今治市営大西体育館 今治市大西町新町

今治市営大三島緑の村運動広場 今治市大三島町口総

今治市営大三島体育館 今治市大三島町口総

今治市大三島Ｂ＆Ｇ海洋センター 今治市大三島町口総及び宮浦

今治市営上浦瀬戸崎体育館 今治市上浦町甘崎

今治市営上浦多々羅スポーツ公園
運動場 今治市上浦町井口

今治市営菊間緑の広場公園運動場 今治市菊間町池原

今治市営亀岡地区公園運動場 今治市菊間町種

今治市営菊間コミュニティホール 今治市菊間町浜

上徳広場公園 今治市国分一丁目

今治市営桜井スポーツランド 今治市桜井

今治市営砂場プール 今治市砂場町一丁目

今治市営玉川国民体育館 今治市玉川町高野

今治市営玉川総合公園運動場 今治市玉川町摺木

今治市営玉川鈍川運動公園 今治市玉川町鈍川

今治市営玉川鈍川体育館 今治市玉川町鈍川
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今治市営玉川龍岡運動公園 今治市玉川町龍岡下

今治市営玉川龍岡体育館 今治市玉川町龍岡下

今治市営波方公園運動場 今治市波方町樋口

今治市営伯方有津グランド 今治市伯方町有津

今治市営伯方有津体育館 今治市伯方町有津

今治市営伯方伊方グランド 今治市伯方町伊方

今治市営伯方伊方体育館 今治市伯方町伊方

今治市営伯方Ｓ・Ｃパーク 今治市伯方町叶浦

今治市営伯方体育センター 今治市伯方町叶浦

今治市営伯方北浦グランド 今治市伯方町北浦

今治市営伯方北浦体育館 今治市伯方町北浦

今治市営伯方木浦グランド 今治市伯方町木浦

今治市営伯方木浦体育館 今治市伯方町木浦

今治市営伯方武道場 今治市伯方町木浦

今治市宮ゲートボール場 今治市八町西一丁目

今治市営鳥生海岸プール 今治市東鳥生町五丁目

今治市営御厩プール 今治市東門町三丁目

今治市営中央体育館 今治市別宮町六丁目

今治市営鹿ノ子庭球場 今治市町谷

今治市営鹿ノ子プール 今治市町谷

鹿ノ子池公園自由広場 今治市町谷

今治市営宮窪浜レクレーション広
場 今治市宮窪町宮窪

今治市宮窪石文化運動公園 今治市宮窪町宮窪

桜井総合公園 今治市湯ノ浦

今治市営吉海健康のひろば 今治市吉海町福田

今治市営吉海テニスコート 今治市吉海町福田

今治市吉海Ｂ＆Ｇ海洋センター 今治市吉海町福田

八幡浜市立武道館 八幡浜市４８７番地

王子の森公園運動広場 八幡浜市五反田

新居浜市営サッカー場 新居浜市観音原町

新居浜市東雲市民プール 新居浜市東雲町一丁目

新居浜市市民体育館 新居浜市東雲町一丁目

新居浜市東雲競技場 新居浜市東雲町三丁目

新居浜市市民テニスコート 新居浜市庄内町二丁目

新居浜市営野球場 新居浜市新須賀町三丁目

新居浜市多喜浜体育館 新居浜市多喜浜四丁目

新居浜市弓道場 新居浜市徳常町

新居浜市重量挙練習場 新居浜市徳常町

新居浜市武徳殿 新居浜市徳常町

新居浜市別子山市民グラウンド 新居浜市別子山

新居浜市別子山市民プール 新居浜市別子山

西条市西条市民公園テニスコート 西条市大町

西条市西条市民公園運動広場 西条市大町

西条市東予運動公園野球場 西条市河原津新田

西条市東予運動公園テニスコート 西条市河原津新田

西条市東予運動公園プール 西条市河原津新田

ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ 西条市河原津新田

西条市小松中央公園テニスコート 西条市小松町新屋敷

西条市小松体育館 西条市小松町妙口

西条市小松武道館 西条市小松町妙口

西条市東予体育館 西条市周布

高須公園 西条市高田

西条市久妙寺児童プール 西条市丹原町久妙寺

西条市丹原総合公園テニスコート 西条市丹原町久妙寺

西条市丹原体育館 西条市丹原町久妙寺

西条市丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター 西条市丹原町志川

西条市関屋児童プール 西条市丹原町関屋

西条市西条運動公園総合プール 西条市ひうち

西条市総合体育館 西条市ひうち

西条市ひうち球場 西条市ひうち

西条市ひうち体育館 西条市ひうち

西条市ひうち陸上競技場 西条市ひうち

西条市西条西部体育館 西条市氷見

西条市西条西部公園運動広場 西条市氷見

西条市西条西部公園テニスコート 西条市氷見

大洲市長浜スポーツセンター 大洲市長浜町長浜

大洲市高砂運動場 大洲市肱川町宇和川

八幡浜・大洲地区運動公園 大洲市平野町野田

金田グラウンド 四国中央市金田町金川

金田テニスコート 四国中央市金田町金川

川之江運動場 四国中央市川之江町

川之江スリーオンスリーバスケッ
トコート 四国中央市川之江町

川之江体育館 四国中央市川之江町

川之江東部グラウンド 四国中央市川之江町

城山公園川之江プール 四国中央市川之江町

浜公園川之江野球場 四国中央市川之江町

浜公園サブグラウンド広場 四国中央市川之江町

浜公園多目的広場 四国中央市川之江町

浜公園パークゴルフ広場 四国中央市川之江町

嶺南体育館 四国中央市金砂町平野山

向山公園グラウンド 四国中央市金生町下分

かわのえテニスセンター 四国中央市金生町山田井

寒川グラウンド 四国中央市寒川町

松柏グランド 四国中央市下柏町

伊予三島運動公園 四国中央市中之庄町

土居テニスコート 四国中央市土居町土居

土居総合体育館 四国中央市土居町土居

やまじ風公園多目的グラウンド 四国中央市土居町畑野
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スカイフィールド富郷 四国中央市富郷町寒川山

川之江埋立グラウンド 四国中央市妻鳥町

西予市宇和運動公園 西予市宇和町卯之町三丁目

西予市営宇和球場 西予市宇和町卯之町五丁目

西予市城川総合運動公園 西予市城川町土居

西予市野村プール 西予市野村町阿下

西予市野村運動公園グラウンド 西予市野村町野村

西予市営野村球場 西予市野村町野村

西予市野村体育館 西予市野村町野村

東温市川内体育センター 東温市北方

東温市農林業者トレーニングセン
ター 東温市田窪

ツインドーム重信 東温市西岡

上島町生名体育館 越智郡上島町生名

上島町岩城総合運動場 越智郡上島町岩城

上島町弓削体育館 越智郡上島町弓削明神

砥部町岩谷口プール 伊予郡砥部町岩谷口

砥部町大南町民広場 伊予郡砥部町大南

砥部町陶街道ゆとり公園 伊予郡砥部町千足

砥部町ひろた町民グラウンド 伊予郡砥部町総津

砥部町田ノ浦町民広場 伊予郡砥部町田ノ浦

内子運動公園 喜多郡内子町内子

町見体育館 西宇和郡伊方町九町

町見武道館 西宇和郡伊方町二見

伊方武道館 西宇和郡伊方町湊浦

松野町多目的広場（森の国ドーム） 北宇和郡松野町大字豊岡

松野町松丸スポーツ広場 北宇和郡松野町大字松丸

鬼北町日吉農村広場 北宇和郡鬼北町大字上鍵山

鬼北町三島グラウンド 北宇和郡鬼北町大字小松

広見体育センター 北宇和郡鬼北町大字近永

鬼北総合公園 北宇和郡鬼北町大字永野市

愛南町内海運動公園 南宇和郡愛南町柏

公園 乃万公園 今治市阿方

石井公園 今治市石井町三丁目

馬越公園 今治市馬越町一丁目

城南公園 今治市枝堀町一丁目

片原海岸公園 今治市片原町五丁目

国際児童年記念公園 今治市片山四丁目

河南公園 今治市河南町一丁目

唐子台北公園 今治市唐子台西一丁目

唐子台西二丁目公園 今治市唐子台西二丁目

唐子台西公園 今治市唐子台西三丁目

唐子台中央公園 今治市唐子台東二丁目

唐子台南公園 今治市唐子台東三丁目

鳥生公園 今治市北鳥生町四丁目

駅西公園 今治市北日吉町一丁目

常盤公園 今治市北日吉町二丁目

寺ケ内公園 今治市喜田村一丁目

喜田村公園 今治市喜田村五丁目

蔵敷公園 今治市蔵敷町二丁目

高地公園 今治市高地町二丁目

小浦公園 今治市小浦町二丁目

弥生公園 今治市黄金町二丁目

郷本町公園 今治市郷本町一丁目

浜桜井公園 今治市桜井二丁目

国分公園 今治市桜井団地二丁目

波止浜地堀公園 今治市地堀三丁目

新都市３号公園 今治市しまなみヒルズ

新都市４号公園 今治市しまなみヒルズ

蓮池公園 今治市末広町四丁目

高部公園 今治市高部

有津屋公園 今治市天保山町二丁目

駅南公園 今治市常盤町五丁目

波止浜中堀公園 今治市中掘三丁目

八町川原公園 今治市八町西二丁目

浜手公園 今治市東鳥生町二丁目

御厩公園 今治市東門町三丁目

大山祗公園 今治市別宮町三丁目

浅川西公園 今治市別宮町九丁目

慶応公園 今治市本町五丁目

別宮公園 今治市南大門町四丁目

八軒屋公園 今治市南日吉町二丁目

日吉公園 今治市南宝来町一丁目

美保海岸公園 今治市美保町一丁目

美保町公園 今治市美保町二丁目

宮下公園 今治市宮下町一丁目

新都市２号公園 今治市矢田

朝日公園 宇和島市朝日町二丁目

伊吹公園 宇和島市伊吹町

石丸公園 宇和島市祝森

柿原水源池公園 宇和島市柿原

須賀川ダム記念公園 宇和島市柿原

灘公園 宇和島市住吉町一丁目

愛宕公園 宇和島市大超寺奥

寿児童公園 宇和島市津島町岩松

第１号南予レクリエーション都市
公園 宇和島市津島町近家

第４号南予レクリエーション都市
公園 宇和島市津島町近家

天赦公園 宇和島市天赦公園

黒岩山公園 宇和島市野川
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第６号南予レクリエーション都市
公園 宇和島市日振島

城山公園 宇和島市丸之内一丁目

御浜公園 宇和島市丸之内四丁目

三間町運動公園 宇和島市三間町黒井地

保手公園 宇和島市宮下

堀部公園 宇和島市宮下

喜佐方公園 宇和島市吉田町河内

君ケ浦公園 宇和島市吉田町立間尻

吉田公園 宇和島市吉田町鶴間

吉田児童公園 宇和島市吉田町西小路

和霊公園 宇和島市和霊公園

丸山公園 宇和島市和霊町

神越公園 八幡浜市保内町喜木

東浜公園 新居浜市阿島一丁目

憩いの森 新居浜市泉池町

喜光地公園 新居浜市喜光地町二丁目

黒島海浜公園 新居浜市黒島二丁目

国領川緑地 新居浜市国領川河川敷

寿公園 新居浜市寿町

駅前西公園 新居浜市坂井町一丁目

駅前南公園 新居浜市坂井町一丁目

駅前中央公園 新居浜市坂井町二丁目

正光寺山古墳公園 新居浜市坂井町二丁目

中央公園 新居浜市繁本町

新居浜公園 新居浜市新須賀町三丁目

新須賀公園 新居浜市新須賀町四丁目

新田公園 新居浜市角野新田町一丁目

山根公園 新居浜市角野新田町三丁目

瀬戸公園 新居浜市瀬戸町

滝の宮公園 新居浜市滝の宮町

土橋公園 新居浜市土橋二丁目

中須賀公園 新居浜市中須賀町二丁目

西喜光地公園 新居浜市西喜光地町

池田池公園 新居浜市船木

船木公園 新居浜市船木

中萩きらきら公園 新居浜市本郷三丁目

松の木公園 新居浜市松の木町

ふれあい広場 新居浜市港町

喜多川公園 西条市喜多川

西条市喜多台児童遊園 西条市喜多台

壬生川公園 西条市喜多台

国安公園 西条市国安

西条市小松大開ちびっ子広場 西条市小松町北川

西条市小松川原谷第２団地ちびっ
子広場 西条市小松町新屋敷

西条市小松桜ヶ丘ちびっ子広場 西条市小松町新屋敷

西条市小松宝来ちびっ子広場 西条市小松町新屋敷

西条市小松御手洗ちびっ子広場 西条市小松町南川

中城公園 西条市周布

西条市御陣家住宅ちびっ子広場 西条市丹原町池田

西条市石経児童遊園 西条市丹原町石経

西条市石経ちびっ子広場 西条市丹原町石経

西条市川根西児童遊園 西条市丹原町川根

西条市川根東児童遊園 西条市丹原町川根

西条市久妙寺児童遊園 西条市丹原町久妙寺

西条市来見児童遊園 西条市丹原町来見

西条市高知児童遊園 西条市丹原町高知

西条市古田ちびっ子広場 西条市丹原町古田

西条市関屋児童遊園 西条市丹原町関屋

西条市高松児童遊園 西条市丹原町高松

西条市田滝児童遊園 西条市丹原町田滝

西条市田野市原児童遊園 西条市丹原町田野上方

西条市徳能ちびっ子広場 西条市丹原町徳能

西条市徳能出作ちびっ子広場 西条市丹原町徳能出作

西条市湯谷口ちびっ子広場 西条市丹原町湯谷口

北星公園 西条市壬生川

西条市本松寺児童遊園 西条市北条

西条市三津屋児童遊園 西条市三津屋

大曲公園 西条市三津屋南

三津屋公園 西条市三津屋南

三芳公園 西条市三芳

古茂池児童公園 伊予市尾崎

南新川児童公園 伊予市下吾川

五色浜公園 伊予市灘町

本郡塩田児童公園 伊予市本郡

重信川かすみの森公園 東温市上村

牛渕横畑公園 東温市牛渕

重信川みんなの広場 東温市牛渕

重信川緑地公園 東温市牛渕

北方西公園 東温市北方

八反地ふれあい広場 東温市志津川

田窪水木公園 東温市田窪

東温市総合公園 東温市西岡

ゆるぎ公園 東温市野田一丁目

てんじん公園 東温市野田三丁目

くぼの泉公園 東温市南方

茶堂公園 東温市南方

南方東公園 東温市南方

桜づつみ公園 東温市南野田
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重信川樋口公園 東温市横河原

高柳公園 伊予郡松前町大字上高柳

福徳泉公園 伊予郡松前町大字神崎

塩屋公園 伊予郡松前町大字北川原

地蔵町公園 伊予郡松前町大字北黒田

有明公園 伊予郡松前町大字大間

義農公園 伊予郡松前町大字筒井

松前公園 伊予郡松前町大字筒井

ひょこたん池公園 伊予郡松前町大字中川原

黒田公園 伊予郡松前町大字南黒田

新川児童公園 喜多郡内子町五十崎

妙見公園 喜多郡内子町五十崎

上町児童公園 喜多郡内子町内子

知清公園 喜多郡内子町知清

平岡児童公園 喜多郡内子町平岡

天ヶ滝公園 北宇和郡松野町大字奥野川

松野町河川公園（虹の森公園） 北宇和郡松野町大字延野々

伊井公園 北宇和郡松野町大字吉野

文珠公園 北宇和郡松野町大字吉野

近永公園（鬼北町ひょうたんプー
ル） 北宇和郡鬼北町大字近永

第７号南予レクリエーション都市
公園 南宇和郡愛南町御荘長洲

第５号南予レクリエーション都市
公園 南宇和郡愛南町御荘平城

第３号南予レクリエーション都市
公園

南宇和郡愛南町蓮乗寺及び御
荘平城

その他 今治市朝倉ふるさと美術古墳館 今治市朝倉下

施設 今治市河野美術館 今治市旭町一丁目

今治市大西藤山歴史資料館 今治市大西町宮脇

今治市伊東豊雄建築ミュージアム 今治市大三島町浦戸

ところミュージアム大三島 今治市大三島町浦戸

今治市大三島美術館 今治市大三島町宮浦

今治市岩田健母と子のミュージア
ム 今治市大三島町宗方

今治市上浦歴史民俗資料館 今治市上浦町井口

今治市玉川近代美術館 今治市玉川町大野

今治城 今治市通町三丁目

今治市波方歴史民俗資料館 今治市波方町樋口

今治市伯方ふるさと歴史公園 今治市伯方町木浦

今治市吉海郷土文化センター 今治市吉海町福田

新居浜市市民文化センター 新居浜市繁本町

新居浜市銅山の里自然の家 新居浜市立川町

新居浜市文化振興会館 新居浜市徳常町

西条市こどもの国 西条市明屋敷

西条市佐伯記念館・郷土資料館 西条市丹原町池田

西条市丹原ふるさと歴史館 西条市丹原町池田

西条市生涯学習の館 西条市天神

西条市考古歴史館 西条市福武

関川公民館 四国中央市土居町上野

不器男記念館 北宇和郡松野町大字松丸

目黒ふるさと館 北宇和郡松野町大字目黒

��������������
�愛媛県告示第４６３号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６０条の規定により、次のとおり地方卸売市場の廃止を許可した。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４６４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西条市小松町妙口及び北川地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の

規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供

する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・修理谷地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成２４年４月４日から５月２日まで

許可年月日 開設者の氏名
又 は 名 称

廃 止 に 係 る 地 方 卸 売 市 場
取扱品目の部類

所 在 地 名 称

平成２３年３月３１日 有限会社内子青果
市場 喜多郡内子町内子９０４番地 有限会社内子青果地方卸売市場 青果部

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３０
年４月
９日

愛媛県
第１２５１
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

園芸用
粒状苦
土石灰

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１０．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２
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３ 縦覧場所

西条市役所小松総合支所
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�愛媛県告示第４６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、東温市上村地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、

同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次の

とおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・上村山之神地区）変更

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２４年４月４日から５月２日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�������
�愛媛県告示第４６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、越智郡上島町弓削佐島地域に係る県営土地改良事業計画を変

更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定

により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・佐島竹浦地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２４年４月４日から５月２日まで

３ 縦覧場所

上島町役場本庁

�������
�愛媛県告示第４６８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 中谷地区 平成２４年２月１日

�������
�愛媛県告示第４６９号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町鞍瀬庚３６９の１、庚３６９の２、庚３７５、庚３７６、庚

３７９の１、庚３７９の２、庚３８０、庚３８１、庚３８４、庚３８６から庚３８８

まで、庚３９２から庚３９４まで、庚３９７、庚３９９の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

新居浜市大生院字川口シガ谷１５８８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字川口シガ谷１５８８（次の図に示す部分にかぎる。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４７０号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２４年２月愛媛県

告示第２５７号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を松山市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

松山市米野町乙１７７の３ 松山市南久米町６６番地４
宮 岡 � 森林所有者

松山市米野町乙１７７の１９、
乙１７７の２１、乙１８０の３２、
乙１８０の３５

松山市大井野町甲２３９番地
小 倉 福太郎 〃

松山市米野町乙１７８の３８、
乙１７８の３９

名古屋市北区尾上町１番地２
永 井 隆 史 〃

松山市米野町乙１７８の４０ 松山市立花一丁目２番４０号
小 林 亀 雄 〃
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松山市米野町乙１７９の１６ 松山市東川町６番戸
永 井 乙 兼 〃

松山市米野町乙１７９の２２ 松山市南持田町６４番地
矢 野 節 子 〃

松山市米野町乙１７９の２４、
乙１７９の４２

松山市岩崎町一丁目４番２８号
永 井 敏 雄 〃

松山市米野町乙１７９の３３、
乙１７９の３４、乙１７９の３８、
乙１８０の１９

大阪府堺市北条町一丁５６番地
４
弓 立 喜久子

〃

松山市米野町乙１７９の３９
松山市石手白石９１番地の１
三 好 中 道
松山市石手白石９１番地の１
三 好 光 子

〃

松山市米野町乙１７９の４４、
乙１７９の４７、乙１７９の４８

松山市室町１７番地
中豫木材株式会社 〃

松山市米野町乙１７９の５２、
乙１７９の５３、乙１７９の５４、
乙１７９の６７、乙１７９の６９

松山市和気町一丁目２３２番地
大 野 弘 子 〃

松山市米野町乙１７９の５５、
乙１７９の５６

松山市小坂町二丁目６番２７号
宮 内 ク マ
松山市小坂町二丁目６番２７号
宮 内 勉
松山市小坂町二丁目６番２７号
宮 内 一 美

〃

松山市米野町乙１８０の２１ 松山市恵原町甲１２８９番地
仲 田 ミツ子 〃

松山市米野町乙１８０の４６ 松山市東野五丁目３番１３号
藪 下 伊勢子 〃

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松山市

役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４７１号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第８号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を、

平成２４年４月１日次のとおり定めた。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

３ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池、二級河川崩口川水系崩口川

及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと連接

して一体を成す内水面

４ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

５ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

６ 二級河川来村川水系来村川及び二級河川神田川水系神田川の本

支流並びにこれらと連接して一体を成す内水面

�������
�愛媛県告示第４７２号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、三島川之江港港湾施設の概要を次のと

おり公示する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

道 路
四国中央市三島宮川一丁

目地先

延長 １８９．５メートル

幅員 ３０．０メートル

荷さばき地 同 上 面積 ４，０００平方メートル

荷さばき地 同 上 面積 ３，１１２平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ２，７５２平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ２０，９８５平方メートル

船舶給水施設 同 上
給水能力 毎分０．５立方メートル

数量 ４基

�������
�愛媛県告示第４７３号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第４７４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条の２第１項及び第７

条の２第１項の規定により、指定確認検査機関を次のように指定し

た。

なお、建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定（平成１５年６

月愛媛県告示第１３４４号）は、廃止する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

愛 媛 県 報平成２４年４月３日 第２３５６号
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株式会社愛媛建築住宅センター

愛媛県松山市宮田町１８６番地４

２ 指定の区分

建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令（平成１１

年建設省令第１３号）第１５条に掲げる区分

３ 業務区域

愛媛県の全域

４ 確認検査の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

本 社 愛媛県松山市宮田町１８６番地４

東 予 支 店 愛媛県西条市大町１４１２番地２

南 予 支 店 愛媛県大洲市東大洲４５９番地３

５ 指定をした日

平成２４年４月１日

�������
�愛媛県告示第４７５号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・肥海地区）の施行に平成２４

年３月２６日同意した。

平成２４年４月３日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

�������
�愛媛県告示第４７６号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・高野地区）の施行に平成２４

年３月２６日同意した。

平成２４年４月３日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

�愛媛県告示第４７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年４月３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
伊予郡砥部町七折６２８番４地先から

同町七折６２８番４まで

旧 ６．７～９．５
５．０～１６．８

０．０７７
０．０７８

新 ７．１～１１．１ ０．０７７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
伊予郡砥部町七折６２８番４地先から

同町七折６２８番４まで
平成２４年４月３日
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�愛媛県告示第４８０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４８１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４８２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４８３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第６５号

平成２４年３月２１日
伊予市上野字藤ノ木１３０番２

松山市余戸東３丁目３番２９号

宮 野 知津子

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 御代ノ川清重線 宇和島市津島町山財４２６０番地先

旧 １９．０～６５．０ ０．１２０

新 １７．０～５７．０ ０．１０３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 御代ノ川清重線 宇和島市津島町山財４２６０番地先 平成２４年４月３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２３６２番２から

同町御内２２６５番２まで

旧 ４．５～６．８
１４．０～３０．０

０．２９０
０．３３９

新 １４．０～２４．８ ０．３３９
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�愛媛県告示第４８４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４８５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４８６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年４月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第１５号
平成２４年３月２２日開催の委員会において、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８７条第１項の規定による選挙の結果、次の者が委

員長に就任した。

平成２４年４月３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 御内下畑地線
宇和島津島町御内２３１８番地先から

同町御内２３２８番２地先まで

旧 ５．０～１０．０ ０．０５６

新 ０．０～０．０ ０．０００

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川７２４番２地先から

同町大字奥野川７１５番２地先まで

旧 ５．２～１１．２ ０．１３０

新 ６．４～１７．３ ０．１３０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川７１０番２地先から

同町大字奥野川７０１番２まで

旧 ４．２～９．１ ０．１４１

新 ４．５～１６．５ ０．１４１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川５８０番２から

同町大字奥野川５８４番１まで

旧 ４．５～７．４ ０．１５５

新 ６．６～１６．５ ０．１５５

選挙管理委員会告示

住 所 氏 名

松山市和泉北二丁目４番２号 西 � 健
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�愛媛県公営企業告示第２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年４月３日

愛媛県立中央病院長 西 村 誠 明

�愛媛県公営企業告示第３号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年４月３日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第８号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び第１３０条第４項

の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。）

に関する持ち出しの制限、放流等の制限及び遺棄の禁止について、

平成２４年４月１日次のとおり指示した。

平成２４年４月３日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 那 須 熊 市

１ 指示の内容

� 持ち出しの制限

県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面（以下

「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘルペスウ

イルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると愛媛県知事

が認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め、公表する水域のコ

イを持ち出してはならない。ただし、公的機関が試験研究又は

検査に供する場合は、この限りでない。

� 放流等の制限

県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に

掲げる要件のすべてに該当する場合以外は、してはならない。

ただし、採捕したコイを採捕した公共用水面等へ再放流する場

合はこの限りでない。

ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するもので

ないこと。

イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと

水を介しての接点がないこと。

ウ ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認された

コイ群であること。

� 遺棄の禁止

生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはなら

ない。

� �の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適用しな
い。

２ 指示の期間

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
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�愛媛海区漁業調整委員会指示第８８号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海におけるまき網及び浮敷網漁業の操業制限について、

平成２４年４月１日次のとおり指示した。

平成２４年４月３日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

１ 指示の内容

宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南の

愛媛県海域をいう。）におけるまき網漁業及び浮敷網漁業は、区

画漁業権漁場区域内に設置されている養殖筏及び生簀並びに第２

種共同漁業権漁場区域内に設置されている小型定置網（垣網部及

び身網部）から１００メートル以内の海面では操業してはならない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１

日までとする。
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�愛媛海区漁業調整委員会指示第８９号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

公営企業告示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 告 示 日

感染性廃棄物処理業務（処分）
約４，５００，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２４年３月８日
松山容器株式会社
松山市南吉田町２１４５番
地１

円
８．４６３ 一般競争入札 平成２４年１月２７日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立中央病院次期医療情報シス
テム導入事業
（賃借料総額／県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２４年３月２３日
富士通グループ
代表企業 富士通株式
会社松山支店
松山市永代町１３番地

円
１，７７４，５００，０００

総合評価一般
競争入札 平成２３年１１月２５日

雑 報
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愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるかご漁業（つつ、つぼ漁業を含み、

無動力漁船を除く。以下同じ。）について、平成２４年４月１日次の

とおり指示した。

平成２４年４月３日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

１ 操業の制限

当該海域において、かご漁業を操業しようとする者は、使用す

る漁船ごとに別に定める取扱要領により愛媛海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。

ただし、試験研究又は実習等を目的としたもので委員会に届出

したものは、この限りではない。

２ 承認対象漁船

承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁船とす

る。

３ 操業区域

操業を承認する区域は、共同漁業権漁場区域内とする。

４ 承認の備え付け等の義務

承認をうけた者は、操業の際は、承認証を当該漁船に備え付け

るとともに別に定める標識を船橋両側面に表示しなければならな

い。

５ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２４年４月１日から平成２６年３月３１

日までとする。
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�愛媛海区漁業調整委員会指示第９０号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

平成２４年４月１日に次のとおり指示した。

平成２４年４月３日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

１ 指示の内容

� 真珠母貝養殖いかだの吊りかごの間隔は、８０センチメートル

以上とし、１吊り当たりのかご数は、１かごでなければならな

い。

� 真珠養殖いかだの吊りかごの間隔は、１メートル以上とし、

１吊り当たりのかご数は、１かごでなければならない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２４年４月１日から平成２６年３月３１

日までとする。
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�愛媛海区漁業調整委員会指示第９１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網漁業及びさごし、め

じか流し網漁業について、平成２４年４月１日に次のとおり指示した。

平成２４年４月３日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日までの

間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から９月３０

日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１

日までとする。

平成２４年４月３日 発行

愛 媛 県 報平成２４年４月３日 第２３５６号
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